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別記様式第２号 別添 

 

浜の活力再生プラン 
（第２期） 

１ 地域水産業再生委員会 

組織名 小本浜地区地域水産業再生委員会 

代表者名 三田地 和彦（小本浜漁協組合長） 

 

 

再生委員会の構成員 岩手県岩泉町、小本浜漁業協同組合 

オブザーバー 岩手県沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター 

 

 

対象となる地域の

範囲及び漁業の種

類 

１ 地域の範囲 岩手県下閉伊郡岩泉町沿岸全域（小本浜漁協所管域） 

 
 

 
小本浜地区 

 

２ 漁業の種類 大型定置（漁協自営）       １経営体（２カ統、従事者15名） 

        漁船漁業（延縄、刺網、篭等）    28名 

        養殖業（わかめ養殖、・こんぶ養殖）   10名 

        採介藻漁業（開口）         155名 

３ 漁業者数                     155名 

 

※ 人数については、漁業種毎の漁業者を合計したもの(H31.3.31現在)。 

※ 大型定置従事者15名、漁船漁業28名及び養殖業10名は採介藻漁業も兼業している。 

  

岩泉町

岩手県 
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２ 地域の現状 

（１）関連する水産業を取り巻く現状等  

【地域の特徴】 

岩泉町は人口9,407人、世帯数4,459世帯（平成30年12月末現在）で、県都盛岡市に接するが、東西に

51km(南北41km)と町土は広く、散在する集落の孤立性は高い。東側が太平洋に面するが海岸線は比較的短い。 

  小本浜漁協の漁業地区は海に面した小本地区のみで、小本、中野、茂師、小成の４漁業集落、須久洞、小

本、茂師の３漁港が立地し、漁協自営定置の他、沿岸漁船漁業(延縄、刺網、篭等)、海藻養殖業（わかめ、

こんぶ）及び採介藻漁業(アワビ・ウニの開口等)が営まれている。 
 

【東日本大震災等災害からの復旧・復興】 

  平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、海岸近くの小本集落が被災するとともに、漁業根拠

基地であった小本、茂師漁港が壊滅的な被害を受けた。その後、多くのご支援・ご協力を頂きながら懸命に

復旧・復興の取り組みを続け、漁業・漁村の再生が始まろうとした矢先の平成28年8月30日に、本県に上

陸した台風10号の豪雨により、当町は甚大な被害を被った。 

特に小本さけ・ます人工ふ化場は壊滅的な被害を受け、基幹魚種である鮭の稚魚生産への大きな影響が憂

慮されていたが、近隣ふ化場、関係機関の協力を得ながら地元河川での放流は継続することができた。平成

30年3月には新ふ化場が早期に整備され、本格的なふ化放流事業を再開している。 
 

【地域の水産業を取り巻く現状】 

小本地区は大規模市場である宮古市魚市場に近接しているため、主力の秋鮭をはじめ漁獲物は全て宮古市

魚市場を中心とした域外出荷（ただし、ワカメ等の養殖生産物およびアワビ・ウニ等の磯根資源は県漁連の

系統販売）を行っており、これまで地場産の漁獲物を地域住民が直接購入する機会はなかった。 

このため、小本浜漁協と岩泉町は、 
 

① 震災前から、観光用を含めた水産物の地産地消体制の確立に対し地域住民からの要請が高まっていたこ   

 と 

② 地域振興と結びついた漁業振興、漁家所得向上の必要性から、地域水産物の地場流通システムのあり方

（各漁家から宮古市魚市場までの輸送費の軽減や市場で安価な漁獲物の高付加価値化等）を見直すことが

不可欠であったこと 

③ 震災後は、小本集落の移転跡地を活用した賑わいの場づくりによる小本集落復興・活性化などの検討を

進める中、平成29年9月に地域資源利活用促進支援事業により産直施設「浜の駅おもと 愛土館（あいど

かん）」がオープンしたことから、当該施設を活用した水産物の地産地消の拡大、６次産業化による付加

価値向上に加え、被災した小本地区に賑わいを取り戻し、地域活性化の拠点とすること 

などへの対応が求められていた。 

【産直施設 「浜の駅おもと 愛土館」の外観と店内】 

   
  なお、当地区は、高齢化による漁業者の減少や後継者不足などの大きな問題を抱えているほか、漁業経営

は、秋鮭の不漁をはじめ、その他の水産物についても資源の減少により漁業収入が低下していること、燃油

や資材の高騰等により経費が増加しているなど、極めて厳しい状況が続いている。 
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（２）その他の関連する現状等 

漁業経営安定対策として漁獲共済・積立プラス・漁業経営セーフティーネット構築事業に加入するとともに、

経費節減のため全漁業者を対象とした減速航行による燃油消費量削減等を実践した。さらに定置漁業及び沿岸

漁船漁業については、省燃油活動支援事業も実施した。 

平成27年11月には「岩泉町漁業就業者育成協議会」を設立し、定置乗組員募集のため漁業就業支援フェア

等に参加するなど漁業担い手確保に取り組んだ。新規就業者に対しては、漁業担い手育成推進事業を活用して、

小型船舶操縦士免許取得費用の補助や漁船・漁具の貸し出し等を実施した。 

また、平成30年３月には、岩手県知事から「第２期 地域再生営漁計画」の認定を受けたところであり、平

成 30 年度から令和 4 年度までの５ヵ年で「人づくり」、「場づくり」、「価値づくり」の３つの視点により地域

漁業の再生に向けて取り組んでいるところである。 

３ 活性化の取組方針 

（１）前期の浜の活力再生プランにかかる成果及び課題 
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（２）今期の浜の活力再生プランの基本方針 

前期プランの成果及び課題を踏まえつつ、第２期プランにおいても引き続き「水産物の高付加価値化」、「担

い手確保対策」、「資源管理」、「衛生品質管理」、「漁業コスト削減」等を柱として取り組みを継続し、漁業経営

の安定化と地域の活性化を図っていく。 
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１ 産直施設『浜の駅おもと 愛土館』を活用した６次産業振興を通じた付加価値向上 

産直施設『浜の駅おもと愛土館』を活用し、水産物の地産地消の拡大と６次産業化による付加価値向上に

より漁業所得向上するとともに、被災した小本地区に賑わいを取り戻すための拠点となるよう、以下の４項

目の取り組みを進める。（前期プランに掲げる「低利用資源等の新たな水産加工への取り組みと付加価値向

上対策」と「水産加工品及び鮮魚の地場流通による消費拡大」を集約し、改善実施。） 

① 鮮魚等の地場流通による消費拡大 

・ 組合員から買付けたサケやブリの鮮魚等を愛土館で直販することで、水産物の地産地消の拡大と漁業所

得向上を図る。 

・ 地元水産物を使用した食堂営業により、地産地消の拡大と魚食普及を図る。 

・ 定期市の開催により小本地区に賑わいを取り戻し、地域活性化を図る。 

② 小本川鮭の生売り、イクラ、フィレ、塩鮭、新巻鮭等の販売拡大 

・ 加工場等を新設し、イクラ、フィレ、塩鮭、新巻鮭等の増産に取り組む。 

・ 小本川鮭の消費拡大のため、生売りを中心に町内及び近隣市町村へのＰＲ活動に取り組む。 

・ イクラ、フィレ等の首都圏等への販路拡大に取り組む。 

③ 水産加工品等の販売促進 

・ 町内の道の駅（２ヶ所）、宿泊施設、個人商店など、水産加工品等の新たな販路の獲得に取り組む。 

・ ニーズの把握に努め、得られたニーズを踏まえた水産加工品等の開発・改良・販売促進に取り組む。 

④ 新商品の開発及び販路拡大 

・ 「おもと浜っこあげ」の知名度向上・定番化と「小本浜鮭ん坊」の販路拡大に取り組むなど、６次産業

化による漁家所得向上を図る。 

・ ＪＲグループと共同開発した新商品「鮭の燻製あらほぐし」の販売拡大に取り組む。 

・ その他、低利用資源を活用した新商品開発に取り組む。 
 

２ 漁協自営定置の作業効率化及び衛生・品質管理による漁業所得向上 

 （前期プランに掲げる「市場取り扱い魚種の付加価値向上対策」に漁協自営定置の作業効率化に係る取組を

加え、改善実施。） 

① 網起し作業の効率化 

・ 最近の従業員不足に対応するため、網起し作業方法を現在の機械（キャッチホーラー等）操業からカン

巻き操業に変更し、作業の効率化と時間短縮を図る。 

・ 網・側張り等を改良する。 

② 水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業を活用した定置船の整備 

・ より働きやすい労働環境づくりと災害防止に取り組むことで、漁協の経営を左右する自営定置の乗組員

不足を解消するとともに、経費節減による漁業所得の向上を図る。 

・ 大漁の場合に直接船で域外の宮古魚市場等に水揚げするため、高速航行が可能な細長い船で漁獲量物を

運搬していたが、今後は小本浜地区内に開場予定の季節市場への水揚げと安全操業を優先するため、省エ

ネで積載率の高い幅の広い定置船の整備に取り組む。 

③ 製氷施設の整備 

・ 漁協自営定置は年間を通して宮古魚市場近くの業者から氷を購入し、一旦当漁協冷凍庫に保管した氷を

出港前に毎回準備し使用しているが、今後は小本地内の茂師漁港に製氷施設を整備し、この製氷施設の氷

を利用することで鮮度維持の徹底と効率化に加え、サバ・ブリ等が大量に漁獲された場合の氷供給能力の

向上で品質管理にも迅速に対応できるよう取り組みを進める。 

④ ウニむき身作業時の衛生管理の徹底 

・ ウニむき身作業時の殺菌冷海水及び保管・運搬時の保冷材等の利用により衛生管理の徹底に取り組む。 
 

３ 後継者対策及び水産物の普及等 

（前期プランから改善実施。） 
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① 岩泉町漁業就業者育成協議会による漁業担い手の確保・育成 

・ 漁業就業者支援フェア等に参加し、漁業担い手の確保に取り組む。 

・ 新規就業者に対する生活支援金等の補助について検討する。 

・ 外国人労働者の雇用も視野に入れた労働力確保に取り組む。 

② 町内児童・生徒を対象とした体験学習等開催による後継者育成 

・ 「小本川新巻鮭」作りなどの体験学習、出前授業や職場体験の受け入れ等により、地元漁業への理解と

親しみを深め、後継者育成を図る。 

③ 高齢者への養殖わかめ芯抜き作業の委託による高齢者就労の場の確保及びワカメ養殖業者の労働力不足

の解消 

・ 補助事業等を活用し、愛土館周辺に海産物加工施設を整備することで作業場所の確保に取り組む。 

・ 小本浜地区ワカメ養殖漁業者の労働力不足の解消を図りつつ、単価の高い芯抜きワカメの取扱量増加に

よる水揚げ金額の増加も図る。 

・ 小本浜地区ワカメ養殖業者及び岩手県漁連からの養殖わかめ芯抜き作業の委託により、高齢者の収入増

加を図る。 

④ 魚食普及と伝統食の継承 

・ 各種イベント等において「小本浜鮭ん坊」ほか鮭すり身汁等を販売し、魚食普及と伝統食の継承に取り

組む。 
 

４ 資源管理の推進 

（前期プランから継続実施。） 

① 鮭種卵の確保及び鮭稚魚の健苗育成と適期放流による回帰率向上 

・ 鮭種卵の安定確保に必要な親魚確保のため、従来の川留による採捕方法の変更などを検討する。 

・ 鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、漁獲量の増大と所得向上に取り組む。 

② アワビ種苗の放流と禁漁区の設定による資源の増大 

・ アワビ種苗の放流により資源の増大を図る。また、放流効果を向上させるため、ダイバーによる直接放

流に取り組む。 

・ アワビの禁漁区を設定することで、大型で良質なアワビを育成し、水揚金額の向上を図る。 
 

５ 漁業コスト削減 

（前期プランから改善実施。） 

① 全漁業者を対象にした減速航行等による燃油消費量削減 

・ 減速航行の徹底に取り組む。 

・ 船底、プロペラの定期的な清掃の徹底に取り組む。 

・ 省エネ、省力化機器等の導入に取り組む。 

② 競争力強化型機器等導入緊急対策事業を活用した漁業用機械等の導入 

・ 省力、省コスト化機器等の導入により経費削減に取り組む。 

③ 漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進 

・ 漁業経営安定のため、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進を図る。 

④ クラゲポンプ、クラゲバイパス網を使用した大型クラゲ等による漁業被害の緩和実施 

・ 大型クラゲ等が大量発生した場合、クラゲポンプ、クラゲバイパス網を使用して効率的にクラゲを除去

することで作業時間の短縮を図るほか、クラゲの棘による漁獲物の損傷を防止する。 

⑤ 季節市場の開場 

・ 定置漁場近くの小本浜地区内に盛漁期に開場する季節市場を整備することで、網揚げから陸揚げまでの

漁獲物運搬時間を従来から2時間短縮し、労働時間の短縮及び燃油消費量の削減を図る。また、運搬時間

の短縮は衛生・品質管理の高度化に直結することから、こうした点を積極的にＰＲし、もともと評価の高

い当漁協自営定置の秋鮭のブランド力をさらに高める。 
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（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

・ 資源管理計画に基づく自主的資源管理措置の実施による資源保護と漁業経費の削減。（岩手県資源管

理指針に基づく小本浜漁業協同組合の管理計画による） 

・ アワビ資源の枯渇を防ぐため、11月から2月末日までの間の10日間以内の操業期間以外を休漁とする。

また、鮭の資源維持のため操業期間を4月1日から1月31日までと自主的に設定している。 

 ・岩手県定置漁業におけるくろまぐろの保存及び管理に関する協定への参加。 

 

（４）具体的な取組内容（毎年ごとに数値目標とともに記載）  

１年目（令和元（2019）年度） 以下の取組により漁業所得の向上に努める。（５年前のアワビ種苗放流数

が少ないことから所得は基準年比－６．９％となる見込み。） 

漁業収入向上

のための取組 

１ 産直施設『浜の駅おもと 愛土館』を活用した６次産業振興を通じた付加価値向上 

① 鮮魚等の地場流通による消費拡大 

・ 漁協は、組合員等からサケ、サバ、ブリ等の鮮魚を買付け、愛土館での直販に取り組み、

水産物の地産地消の拡大と漁業所得向上に取り組む。 

・ 漁協は、地元水産物を使用した食堂営業（土・日・祝日）により、地産地消の拡大と魚

食普及を図る。また、平日営業の検討を開始する。 

・ 漁協は、定期市の開催により小本地区に賑わいを取り戻し、地域活性化を図る。なお、

開催月については毎月開催とはせず、前年度の実績により決定する。 

② 小本川鮭の生売り、イクラ、フィレ、塩鮭、新巻鮭等の販売拡大 

・ 漁協は、フィレ、塩鮭、新巻鮭等を製造するための加工場等の新設計画立案に取り組む。 

・ 漁協は、小本川鮭の消費拡大のため、生売りを中心に町内及び近隣市町村へのＰＲ活動

に取り組む。 

・ 漁協は、イクラ、フィレ等の首都圏等への販路拡大を図る。 

③ 水産加工品等の販売促進 

・ 漁協は、町内の道の駅（２ヶ所）、宿泊施設、個人商店など、水産加工品等の新たな販

路の獲得に取り組む。 

・ 漁協は、ニーズの把握に努め、得られたニーズを踏まえた水産加工品等の開発・改良・

販売促進に取り組む。 

④ 新商品の開発及び販路拡大 

・ 漁協と女性部は「おもと浜っこあげ」の知名度向上・定番化に取り組む。 

・ 漁協と女性部は「小本浜鮭ん坊」の販路拡大を図る。 

・ 漁協は、ＪＲグループと共同開発した「鮭の燻製あらほぐし」の販売を再開する。 

・ 漁協と女性部は、低利用資源を活用した新商品開発に取り組む。 
 

２ 漁協自営定置の作業効率化及び衛生・品質管理による漁業所得向上 

① 網起し作業方法の変更 

・ 自営定置漁業者は、最近の従業員不足に対応するため、網起し作業方法を現在の機械（キ

ャッチホーラー等）操業からカン巻き操業に変更し、作業の効率化と時間短縮を図る。 

・ 自営定置漁業者は、網・側張り等を改良する。 

②水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業を活用した定置船整備 

・ 漁協は、より働きやすい労働環境づくりと災害防止に取り組むことで、経営を左右する

自営定置の乗組員不足を解消するとともに、経費節減による漁業所得の向上を図る。 

・ 漁協は、幅の広い船型の定置船整備計画に着手する。 

③ 製氷施設の整備 
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・ 漁協は、茂師漁港に製氷施設整を整備し、この製氷施設の氷を利用することで鮮度維持

の徹底と効率化に加え、サバ・ブリ等が大量に漁獲された場合の氷供給能力の向上で、品

質管理にも迅速に対応できるよう取り組みを進めるため、内部検討に着手する。 

④ ウニむき身作業時の衛生管理の徹底 

・ 採介藻漁業者は、ウニむき身作業時の殺菌冷海水及び保管・運搬時の保冷材等の利用に

より衛生管理の徹底に取り組む。 
 

３ 後継者対策及び水産物の普及等 

① 岩泉町漁業就業者育成協議会による漁業担い手の確保・育成 

・ 漁業就業者支援フェア等に参加し、漁業担い手の確保に取り組む。 

・ 新規就業者に対する生活支援金等の補助について検討する。 

・ 外国人労働者の雇用も視野に入れた労働力確保に取り組む。 

② 町内児童・生徒を対象とした体験学習等開催による後継者育成 

・ 漁協は、「小本川新巻鮭」作りなどの体験学習、出前授業や職場体験の受け入れにより、

地元漁業への理解と親しみを深め、後継者育成を図る。 

③ 高齢者への養殖わかめ芯抜き作業委託による労働人材の確保 

・ 漁協は、補助事業等を活用して愛土館周辺に海産物加工施設を整備することにより作業

場所を確保し、ワカメ養殖漁業者の労働力不足の解消と高齢者の収入増加を図りつつ、単

価の高い芯抜きワカメの取扱量増加による水揚げ金額の増加も図る。 

④ 魚食普及と伝統食の継承 

・ 漁協と女性部は、町内各種イベント等において、「小本浜鮭ん坊」ほか鮭すり身汁等を

販売し、魚食普及と伝統食の継承に取り組む。 

４ 資源管理の推進 

① 鮭種卵の確保及び鮭稚魚の健苗育成と適期放流による回帰率向上 

・ 漁協は、鮭種卵の確保に必要な親魚確保のため、今までの川留による採捕方法の変更な

どを検討する。 

・ 漁協は、鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、漁獲量の増大と所得向

上に取り組む。 

② アワビ種苗の放流と禁漁区の設定による資源の増大 

・ 漁協は、アワビ種苗の放流により資源の増大を図る。また、放流効果を向上させるため、

ダイバーによる直接放流に取り組む。 

・ 漁協は、アワビの禁漁区を設定することで、大型で良質なアワビを育成し、水揚金額の

向上を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

５ 漁業コスト削減 

① 全漁業者を対象にした減速航行等による燃油消費量削減 

・ 全漁業者は、減速航行の徹底に取り組む。 

・ 全漁業者は、船底、プロペラの定期的な清掃の徹底に取り組む。 

・ 全漁業者は、省エネ、省力化機器等の導入による経費削減に取り組む。 

② 競争力強化型機器等導入緊急対策事業を活用した漁業用機械等の導入 

・ 漁船漁業者と養殖業者は、省力、省コスト化機器等の導入により経費削減に取り組む。 

③ 漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進 

・ 漁協は、漁業経営安定のため、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進を図

る。 

④ クラゲポンプ、クラゲバイパス網を使用した大型クラゲ等による漁業被害の緩和 

・ 自営定置漁業者は、大型クラゲ等が大量発生した場合、クラゲポンプ、クラゲバイパス
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網を使用して効率的にクラゲを除去することで作業時間の短縮を図るほか、クラゲの棘に

よる漁獲物の損傷を防止する。 

⑤ 季節市場の開場 

・ 漁協は、労働環境の改善、労働時間の短縮及び燃油消費量の削減に取り組むとともに、

評価の高い当漁協自営定置の秋鮭のブランド化を図るため、盛漁期の季節市場開場に向

け、内部検討に着手する。 

活用する支援

措置等 

・ 競争力強化型機器等導入緊急対策事業 

・ 漁業経営セーフティーネット構築事業 

・ 有害生物漁業被害防止総合対策事業 
・ 水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業 
・ 浜の活力再生・成長促進交付金（水産業強化支援事業） 

 

２年目（令和２年（2020）年度） 以下の取組により漁業所得を基準年から２．６％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

１ 産直施設『浜の駅おもと愛土館』を活用した６次産業振興を通じた付加価値向上 

① 鮮魚等の地場流通による消費拡大 

・ 漁協は、組合員等からサケ、サバ、ブリ等の鮮魚を買付け、愛土館での直販に取り組み、

水産物の地産地消の拡大と漁業所得向上に取り組む。 

・ 漁協は、地元水産物を使用した食堂営業（土・日・祝日）により、地産地消の拡大と魚

食普及を図る。また、平日営業の検討を継続する。 

・ 漁協は、定期市の開催により小本地区に賑わいを取り戻し、地域活性化を図る。なお、

開催月については毎月開催とはせず、前年度の実績により決定する。 

② 小本川鮭の生売り、イクラ、フィレ、塩鮭、新巻鮭等の販売拡大 

・ 漁協は、フィレ、塩鮭、新巻鮭等を製造するための加工場等の新設整備に取り組む。 

・ 漁協は、小本川鮭の消費拡大のため、生売りを中心に町内及び近隣市町村へのＰＲ活動

に取り組む。 

・ 漁協は、イクラ、フィレ等の首都圏等への販路拡大を図る。 

③ 水産加工品等の販売促進 

・ 漁協は、町内の道の駅（２ヶ所）、宿泊施設、個人商店など、水産加工品等の新たな販

路の獲得に取り組む。 

・ 漁協は、ニーズの把握に努め、得られたニーズを踏まえた水産加工品等の開発・改良・

販売促進に取り組む。 

④ 新商品の開発及び販路拡大 

・ 漁協と女性部は、「おもと浜っこあげ」の知名度向上・定番化に取り組む。 

・ 漁協と女性部は「小本浜鮭ん坊」の販路拡大を図る。 

・ 漁協は、ＪＲグループと共同開発した「鮭の燻製あらほぐし」の販路拡大を図る。 

・ 漁協と女性部は、低利用資源を活用した新商品開発に取り組む。 
 

２ 漁協自営定置の作業効率化及び衛生・品質管理による漁業所得向上 

① 網起し作業方法の変更 

・ 自営定置漁業者は、最近の従業員不足に対応するため、網起し作業方法をカン巻き操業

で行う。 

・ 自営定置漁業者は、網・側張り等を改良する。 

② 水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業を活用した定置船整備 

・ 漁協は、より働きやすい労働環境づくりと災害防止に取り組むことで、経営を左右する

自営定置の乗組員不足を解消するとともに、経費節減による漁業所得の向上を図る。 
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・ 漁協は、幅の広い船型の定置船整備計画を進める。 

③ 製氷施設の整備 

・ 漁協は、茂師漁港に製氷施設整を整備し、この製氷施設の氷を利用することで鮮度維持

の徹底と効率化に加え、サバ・ブリ等が大量に漁獲された場合の氷供給能力の向上で、品

質管理にも迅速に対応できるよう取り組みを進めるため、内部検討を継続する。 

④ ウニむき身作業時の衛生管理の徹底 

・ 採介藻漁業者は、ウニむき身作業時、殺菌冷海水を使用した上、保管・運搬時の保冷材

等を利用し衛生管理の徹底に取り組む。 
 

３ 後継者対策及び水産物の普及等 

① 岩泉町漁業就業者育成協議会による漁業担い手の確保・育成 

・ 漁業就業者支援フェア等に参加し、漁業担い手の確保に取り組む。 

・ 新規就業者に対する生活支援金等の補助について検討する。 

・ 外国人労働者の雇用も視野に入れた労働力確保に取り組む。 

② 町内児童・生徒を対象とした体験学習等開催による後継者育成 

・ 漁協は、「小本川新巻鮭」作りなどの体験学習、出前授業や職場体験の受け入れにより、

地元漁業への理解と親しみを深め、後継者育成を図る。 

③ 高齢者への養殖わかめ芯抜き作業委託による労働人材の確保 

・ 漁協は、補助事業等を活用して愛土館周辺に海産物加工施設を整備することにより作業

場所を確保し、ワカメ養殖漁業者の労働力不足の解消と高齢者の収入増加を図りつつ、単

価の高い芯抜きワカメの取扱量増加による水揚げ金額の増加も図る。 

④ 魚食普及と伝統食の継承 

・ 漁協と女性部は、町内各種イベント等において、「小本浜鮭ん坊」ほか鮭すり身汁等を

販売し魚食普及と伝統食の継承に取り組む。 
 

４ 資源管理の推進 

① 鮭種卵の確保及び鮭稚魚の健苗育成と適期放流による回帰率向上 

・ 漁協は、鮭種卵に必要な親魚確保のため、今までの川留による採捕方法の変更などを検

討する。 

・ 漁協は、鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、漁獲量の増大と所得向

上に取り組む。 

② アワビ種苗の放流と禁漁区の設定による資源の増大 

・ 漁協は、アワビ種苗の放流により資源の増大を図る。また、放流効果を向上させるため、

ダイバーによる直接放流に取り組む。 

・ 漁協は、アワビの禁漁区を設定することで、大型で良質なアワビを育成し、水揚金額の

向上を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

５ 漁業コスト削減 

① 全漁業者を対象にした減速航行等による燃油消費量削減 

・ 全漁業者は、減速航行の徹底に取り組む。 

・ 全漁業者は、船底、プロペラの定期的な清掃の徹底に取り組む。 

・ 全漁業者は、省エネ、省力化機器等の導入による経費削減に取り組む。 

② 競争力強化型機器等導入緊急対策事業を活用した漁業用機械等の導入 

・ 漁船漁業者と養殖業者は、省力、省コスト化機器等の導入により経費削減に取り組む。 

③ 漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進 

・ 漁協は、漁業経営安定のため、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進を図
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る。 

④ クラゲポンプ、クラゲバイパス網を使用した大型クラゲ等による漁業被害の緩和 

・ 自営定置網漁業者は、大型クラゲ等が大量発生した場合、クラゲポンプ、クラゲバイパ

ス網を使用して効率的にクラゲを除去することで作業時間の短縮を図るほか、クラゲの棘

による漁獲物の損傷を防止する。 

⑤ 季節市場の開場 

・ 漁協は、労働環境の改善、労働時間の短縮及び燃油消費量の削減に取り組むとともに、

評価の高い当漁協自営定置の秋鮭のブランド化を図るため、盛漁期の季節市場開場に向

け、内部検討を継続する。 

活用する支援

措置等 

・ 競争力強化型機器等導入緊急対策事業 

・ 漁業経営セーフティーネット構築事業 

・ 有害生物漁業被害防止総合対策事業 
・ 水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業 
・ 浜の活力再生・成長促進交付金（水産業強化支援事業） 

 

３年目（令和３（2021）年度） 以下の取組により漁業所得を基準年から５．２％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

１ 産直施設『浜の駅おもと愛土館』を活用した６次産業振興を通じた付加価値向上 

① 鮮魚等の地場流通による消費拡大 

・ 漁協は、組合員等からサケ、サバ、ブリ等の鮮魚を買付け、愛土館での直販に取り組み、

水産物の地産地消の拡大と漁業所得向上に取り組む。 

・ 漁協は、地元水産物を使用した食堂営業の平日営業を開始し、地産地消の拡大と魚食普

及を図る。 

・ 漁協は、定期市の開催により小本地区に賑わいを取り戻し、地域活性化を図る。なお、

開催月については毎月開催とはせず、前年度の実績により決定する。 

② 小本川鮭の生売り、イクラ、フィレ、塩鮭、新巻鮭等の販売拡大 

・ 漁協は、新設加工場を活用しフィレ、塩鮭、新巻鮭等の増産に取り組む。 

・ 漁協は、小本川鮭の消費拡大のため、生売りを中心に町内及び近隣市町村へのＰＲ活動

に取り組む。 

・ 漁協は、イクラ、フィレ等の首都圏等への販路拡大に取り組む。 

③ 水産加工品等の販売促進 

・ 漁協は、町内の道の駅（２ヶ所）、宿泊施設、個人商店など、水産加工品等の新たな販

路の獲得に取り組む。 

・ 漁協は、ニーズの把握に努め、得られたニーズを踏まえた水産加工品等の開発・改良・

販売促進に取り組む。 

④ 新商品の開発及び販路拡大 

・ 漁協と女性部は、「おもと浜っこあげ」の知名度向上・定番化に取り組む。 

・ 漁協と女性部は「小本浜鮭ん坊」の販路拡大を図る。 

・ 漁協は、ＪＲグループと共同開発した「鮭の燻製あらほぐし」の販路拡大に取り組む。 

・ 漁協と女性部は、低利用資源を活用した新商品開発に取り組む。 
 

２ 漁協自営定置の作業効率化及び衛生・品質管理による漁業所得向上 

① 網起し作業方法の変更 

・ 自営定置漁業者は、最近の従業員不足に対応するため、網起し作業方法をカン巻き操業

で行う。 

・ 自営定置漁業者は、網・側張り等を改良する。 
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② 水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業を活用した定置船整備 

・ 漁協は、より働きやすい労働環境づくりと災害防止に取り組むことで、経営を左右する

自営定置の乗組員不足を解消するとともに、経費節減による漁業所得の向上を図る。 

・ 漁協は、幅の広い船型の定置船整備のため、水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業申

請を行う。 

③ 製氷施設の整備 

・ 漁協は、茂師漁港に製氷施設を整備し、この製氷施設の氷を利用することで鮮度維持の

徹底と効率化に加え、サバ・ブリ等が大量に漁獲された場合の氷供給能力の向上で、品質

管理にも迅速に対応できるよう取り組みを進めるため、製氷施設の整備に着手する。 

④ ウニむき身作業時の衛生管理の徹底 

・ 採介藻漁業者は、ウニむき身作業時、殺菌冷海水を使用した上、保管・運搬時の保冷材

等を利用し衛生管理の徹底に取り組む。 
 

３ 後継者対策及び水産物の普及等 

① 岩泉町漁業就業者育成協議会による漁業担い手の確保・育成 

・ 漁業就業者支援フェア等に参加し、漁業担い手の確保に取り組む。 

・ 新規就業者に対する生活支援金等の補助について検討する。 

・ 外国人労働者の雇用も視野に入れた労働力確保に取り組む。 

② 町内児童・生徒を対象とした体験学習等開催による後継者育成 

・ 漁協は、「小本川新巻鮭」作りなどの体験学習、出前授業や職場体験の受け入れにより、

地元漁業への理解と親しみを深め、後継者育成を図る。 

③ 高齢者への養殖わかめ芯抜き作業委託による労働人材の確保 

・ 漁協は、補助事業等を活用して愛土館周辺に海産物加工施設を整備することにより作業

場所を確保し、ワカメ養殖漁業者の労働力不足の解消と高齢者の収入増加を図りつつ、単

価の高い芯抜きワカメの取扱量増加による水揚げ金額の増加も図る。 

④ 魚食普及と伝統食の継承 

・ 漁協と同女性部は、町内各種イベント等において、「小本浜鮭ん坊」ほか鮭すり身汁等

を販売し魚食普及と伝統食の継承に取り組む。 
 

４ 資源管理の推進 

① 鮭種卵の確保及び鮭稚魚の健苗育成と適期放流による回帰率向上 

・ 漁協は、鮭種卵に必要な親魚確保のため、今までの川留による採捕方法の変更などによ

り、採捕量増大に取り組む。 

・ 漁協は、鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、漁獲量の増大と所得向

上に取り組む。 

② アワビ種苗の放流と禁漁区の設定による資源の増大 

・ 漁協は、アワビ種苗の放流により資源の増大を図る。また、放流効果を向上させるため、

ダイバーによる直接放流に取り組む。 

・ 漁協は、アワビの禁漁区を設定することで、大型で良質なアワビを育成し、水揚金額の

向上を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

５ 漁業コスト削減 

① 全漁業者を対象にした減速航行等による燃油消費量削減 

・ 全漁業者は、減速航行の徹底に取り組む。 

・ 全漁業者は、船底、プロペラの定期的な清掃の徹底に取り組む。 

・ 全漁業者は、省エネ、省力化機器等の導入による経費削減に取り組む。 
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② 競争力強化型機器等導入緊急対策事業を活用した漁業用機械等の導入 

・ 漁船漁業者と養殖業者は、省力、省コスト化機器等の導入により経費削減に取り組む。 

③ 漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進 

・ 漁協は、漁業経営安定のため、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進を図

る。 

④ クラゲポンプ、クラゲバイパス網を使用した大型クラゲ等による漁業被害の緩和 

・ 自営定置網漁業者は、大型クラゲ等が大量発生した場合、クラゲポンプ、クラゲバイパ

ス網を使用して効率的にクラゲを除去することで作業時間の短縮を図るほか、クラゲの棘

による漁獲物の損傷を防止する。 

⑤ 季節市場の開場 

・ 漁協は、労働環境の改善、労働時間の短縮及び燃油消費量の削減に取り組むとともに、

評価の高い当漁協自営定置の秋鮭のブランド化を図るため、盛漁期の季節市場開場の整備

に着手する。 

活用する支援

措置等 

・ 競争力強化型機器等導入緊急対策事業 

・ 漁業経営セーフティーネット構築事業 

・ 有害生物漁業被害防止総合対策事業 
・ 水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業 
・ 浜の活力再生・成長促進交付金（水産業強化支援事業） 

 

４年目（令和４（2022）年度） 以下の取組により漁業所得を基準年から７．７％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

１ 産直施設『浜の駅おもと愛土館』を活用した６次産業振興を通じた付加価値向上 

① 鮮魚等の地場流通による消費拡大 

・ 漁協は、組合員等からサケ、サバ、ブリ等の鮮魚を買付け、愛土館での直販に取り組

み、水産物の地産地消の拡大と漁業所得向上に取り組む。 

・ 漁協は、地元水産物を使用した食堂営業の平日営業を継続し、地産地消の拡大と魚食

普及の推進を図る。 

・ 漁協は、定期市の開催により小本地区に賑わいを取り戻し、地域活性化を図る。なお、

開催月については毎月開催とはせず、前年度の実績により決定する。 

② 小本川鮭の生売り、イクラ、フィレ、塩鮭、新巻鮭等の販売拡大 

・ 漁協は、新設加工場を活用しフィレ、塩鮭、新巻鮭等の増産に取り組む。 

・ 漁協は、小本川鮭の消費拡大のため、生売りを中心に町内及び近隣市町村へのＰＲ活

動に取り組む。 

・ 漁協は、イクラ、フィレ等の首都圏等への販路拡大に取り組む。 

③ 水産加工品等の販売促進 

・ 漁協は、町内の道の駅（２ヶ所）、宿泊施設、個人商店など、水産加工品等の新たな販

路の獲得に取り組む。 

・ 漁協は、ニーズの把握に努め、得られたニーズを踏まえた水産加工品等の開発・改良・

販売促進に取り組む。 

④ 新商品の開発及び販路拡大 

・ 漁協と女性部は、「おもと浜っこあげ」の知名度向上・定番化に取り組む。 

・ 漁協と女性部は、「小本浜鮭ん坊」の販路拡大を図る。 

・ 漁協は、ＪＲグループと共同開発した「鮭の燻製あらほぐし」の販路拡大に取り組む。 

・ 漁協と女性部は、低利用資源を活用した新商品開発に取り組む。 
 

２ 漁協自営定置の作業効率化及び衛生・品質管理による漁業所得向上 
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① 網起し作業方法の変更 

・ 自営定置漁業者は、最近の従業員不足に対応するため、網起し作業方法をカン巻き操

業で行う。 

・ 自営定置漁業者は、網・側張り等を改良する。 

② 水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業を活用した定置船整備 

・ 漁協は、より働きやすい労働環境づくりと災害防止に取り組むことで、経営を左右す

る自営定置の乗組員不足を解消するとともに、経費節減による漁業所得の向上を図る。 

・ 漁協は、水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業により整備した幅の広い船型の定置

船により操業を行う。 

③ 製氷施設の整備 

・ 漁協は、茂師漁港に完成した製氷施設を利用することで鮮度維持の徹底と効率化に加

え、サバ・ブリ等が大量に漁獲された場合の氷供給能力の向上で、品質管理にも迅速に

対応できるよう取り組む。 

④ ウニむき身作業時の衛生管理の徹底 

・ 採介藻漁業者は、ウニむき身作業時、殺菌冷海水を使用した上、保管・運搬時の保冷

材等を利用し衛生管理の徹底に取り組む。 
 

３ 後継者対策及び水産物の普及等 

① 岩泉町漁業就業者育成協議会による漁業担い手の確保・育成 

・ 漁業就業者支援フェア等に参加し、漁業担い手の確保に取り組む。 

・ 新規就業者に対する生活支援金等の補助について検討する。 

・ 外国人労働者の雇用も視野に入れた労働力確保に取り組む。 

② 町内児童・生徒を対象とした体験学習等開催による後継者育成 

・ 漁協は、「小本川新巻鮭」作りなどの体験学習、出前授業や職場体験の受け入れにより、

地元漁業への理解と親しみを深め、後継者育成を図る。 

③ 高齢者への養殖わかめ芯抜き作業委託による労働人材の確保 

・ 漁協は、補助事業等を活用して愛土館周辺に海産物加工施設を整備することにより作

業場所を確保し、ワカメ養殖漁業者の労働力不足の解消と高齢者の収入増加を図りつつ、

単価の高い芯抜きワカメの取扱量増加による水揚げ金額の増加も図る。 

④ 魚食普及と伝統食の継承 

・ 漁協と同女性部は、町内各種イベント等において、「小本浜鮭ん坊」ほか鮭すり身汁等

を販売し魚食普及と伝統食の継承に取り組む。 
 

４ 資源管理の推進 

① 鮭種卵の確保及び鮭稚魚の健苗育成と適期放流による回帰率向上 

・ 漁協は、鮭種卵に必要な親魚確保のため、今までの川留による採捕方法の変更などに

より、採捕量増大に取り組む。 

・ 漁協は、鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、漁獲量の増大と所得

向上に取り組む。 

② アワビ種苗の放流と禁漁区の設定による資源の増大 

・ 漁協は、アワビ種苗の放流により資源の増大を図る。また、放流効果を向上させるた

め、ダイバーによる直接放流に取り組む。 

・ 漁協は、アワビの禁漁区を設定することで、資源管理を実施すると同時に大型で良質

なアワビを育成し、水揚金額の向上を図る。 

漁業コスト削 ５ 漁業コスト削減 
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減のための取

組 

① 全漁業者を対象にした減速航行等による燃油消費量削減 

・ 全漁業者は、減速航行の徹底に取り組む。 

・ 全漁業者は、船底、プロペラの定期的な清掃の徹底に取り組む。 

・ 全漁業者は、省エネ、省力化機器等の導入による経費削減に取り組む。 

② 競争力強化型機器等導入緊急対策事業を活用した漁業用機械等の導入 

・ 漁船漁業者と養殖業者は、省力、省コスト化機器等の導入により経費削減に取り組む。 

③ 漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進 

・ 漁協は、漁業経営安定のため、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進を

図る。 

④ クラゲポンプ、クラゲバイパス網を使用した大型クラゲ等による漁業被害の緩和 

・ 自営定置網漁業者は、大型クラゲ等が大量発生した場合、クラゲポンプ、クラゲバイ

パス網を使用して効率的にクラゲを除去することで作業時間の短縮を図るほか、クラゲ

の棘による漁獲物の損傷を防止する。 

⑤ 季節市場の開場 

・ 漁協は、労働環境の改善、労働時間の短縮及び燃油消費量削減の取り組みに合わせ、

評価の高い当漁協自営定置の秋鮭のブランド化を図るため、盛漁期には完成した季節市

場に自営定置網の漁獲物の水揚げを開始する。また、市場内の殺菌冷海水を使用し鮮度

維持に取り組む。 

活用する支援

措置等 

・ 競争力強化型機器等導入緊急対策事業 

・ 漁業経営セーフティーネット構築事業 

・ 有害生物漁業被害防止総合対策事業 
・ 水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業 
・ 浜の活力再生・成長促進交付金（水産業強化支援事業） 

 

５年目（令和５（2023）年度） 以下の取組により漁業所得を基準年から１０．０％向上させる。 

漁業収入向上

のための取組 

１ 産直施設『浜の駅おもと愛土館』を活用した６次産業振興を通じた付加価値向上 

① 鮮魚等の地場流通による消費拡大 

・ 漁協は、組合員等からサケ、サバ、ブリ等の鮮魚を買付け、愛土館での直販に取り組

み、水産物の地産地消の拡大と漁業所得向上に取り組む。 

・ 漁協は、地元水産物を使用した食堂営業の平日営業を継続し、地産地消の拡大と魚食

普及の推進を図る。 

・ 漁協は、定期市の開催により小本地区に賑わいを取り戻し、地域活性化を図る。なお、

開催月については毎月開催とはせず、前年度の実績により決定する。 

② 小本川鮭の生売り、イクラ、フィレ、塩鮭、新巻鮭等の販売拡大 

・ 漁協は、新設加工場を活用しフィレ、塩鮭、新巻鮭等の増産に取り組む。 

・ 漁協は、小本川鮭の消費拡大のため、生売りを中心に町内及び近隣市町村へのＰＲ活

動に取り組む。 

・ 漁協は、イクラ、フィレ等の首都圏等への販路拡大に取り組む。 

③ 水産加工品等の販売促進 

・ 漁協は、町内の道の駅（２ヶ所）、宿泊施設、個人商店など、水産加工品等の新たな販

路の獲得に取り組む。 

・ 漁協は、ニーズの把握に努め、得られたニーズを踏まえた水産加工品等の開発・改良・

販売促進に取り組む。 

④ 新商品の開発及び販路拡大に向けた取り組み 
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・ 漁協と女性部は、「おもと浜っこあげ」の知名度向上・定番化に取り組む。 

・ 漁協と女性部は、「小本浜鮭ん坊」の販路拡大を図る。 

・ 漁協はＪＲグループと共同開発した「鮭の燻製あらほぐし」の販路拡大に取り組む。 

・ 漁協と女性部は、低利用資源を活用した新商品開発に取り組む。 
 

２ 漁協自営定置の作業効率化及び衛生・品質管理による漁業所得向上 

① 網起し作業方法の変更 

・ 自営定置漁業者は、最近の従業員不足に対応するため、網起し作業方法をカン巻き操

業で行う。 

・ 自営定置漁業者は、網・側張り等を改良する。 

② 水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業を活用した定置船整備 

・ 漁協は、より働きやすい労働環境づくりと災害防止に取り組むことで、経営を左右す

る自営定置の乗組員不足を解消するとともに、経費節減による漁業所得の向上を図る。 

・ 漁協は、水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業により整備した幅の広い船型の定置

船により操業を行う。 

③ 製氷施設の整備 

・ 小本浜漁協は、茂師漁港に完成した製氷施設整を継続し利用することで、鮮度維持の

徹底と効率化に加え、サバ・ブリ等が大量に漁獲された場合の氷供給能力の向上で、品

質管理にも迅速に対応できるよう取り組む。 

④ ウニむき身作業時の衛生管理の徹底。 

・ 採介藻漁業者は、ウニむき身作業時、殺菌冷海水を使用した上、保管・運搬時の保冷

材等を利用し衛生管理の徹底に取り組む。 
 

３ 後継者対策及び水産物の普及等 

① 岩泉町漁業就業者育成協議会による漁業担い手の確保・育成 

・ 漁業就業者支援フェア等に参加し、漁業担い手の確保に取り組む。 

・ 新規就業者に対する生活支援金等の補助について検討する。 

・ 外国人労働者の雇用も視野に入れた労働力確保に取り組む。 

② 町内児童・生徒を対象とした体験学習等開催による後継者育成 

・ 漁協は、「小本川新巻鮭」作りなどの体験学習、出前授業や職場体験の受け入れにより、

地元漁業への理解と親しみを深め、後継者育成を図る。 

③ 高齢者への養殖わかめ芯抜き作業委託による労働人材の確保 

・ 漁協は、補助事業等を活用して愛土館周辺に海産物加工施設を整備することにより作

業場所を確保し、ワカメ養殖漁業者の労働力不足の解消と高齢者の収入増加を図りつつ、

単価の高い芯抜きワカメの取扱量増加による水揚げ金額の増加も図る。 

④ 魚食普及と伝統食の継承 

・ 漁協と女性部は、町内各種イベント等において、「小本浜鮭ん坊」ほか鮭すり身汁等を

販売し魚食普及と伝統食の継承に取り組む。 
 

４ 資源管理の推進 

① 鮭種卵の確保及び鮭稚魚の健苗育成と適期放流による回帰率向上 

・ 漁協は、鮭種卵に必要な親魚確保のため、今までの川留による採捕方法の変更などに

より、採捕量増大に取り組む。 

・ 漁協は、鮭稚魚の健苗育成と適期放流により回帰率を向上させ、漁獲量の増大と所得

向上に取り組む。 

② アワビ種苗の放流と禁漁区の設定による資源の増大 
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・ 漁協は、アワビ種苗の放流により資源の増大を図る。また、放流効果を向上させるた

め、ダイバーによる直接放流に取り組む。 

・ 漁協は、アワビの禁漁区を設定することで、資源管理を実施すると同時に大型で良質

なアワビを育成し、水揚金額の向上を図る。 

漁業コスト削

減のための取

組 

５ 漁業コスト削減 

① 全漁業者を対象にした減速航行等による燃油消費量削減

・ 全漁業者は、減速航行の徹底に取り組む。

・ 全漁業者は、船底、プロペラの定期的な清掃の徹底に取り組む。

・ 全漁業者は、省エネ、省力化機器等の導入による経費削減に取り組む。

② 競争力強化型機器等導入緊急対策事業を活用した漁業用機械等の導入

・ 漁船漁業者と養殖業者は、省力、省コスト化機器等の導入により経費削減に取り組む。 

③ 漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進

・ 漁協は、漁業経営安定のため、漁業経営セーフティーネット構築事業への加入推進を

図る。 

④ クラゲポンプ、クラゲバイパス網を使用した大型クラゲ等による漁業被害の緩和

・ 自営定置網漁業者は、大型クラゲ等が大量発生した場合、クラゲポンプ、クラゲバイ

パス網を使用して効率的にクラゲを除去することで作業時間の短縮を図るほか、クラゲ

の棘による漁獲物の損傷を防止する。 

⑤ 季節市場の開場

・ 漁協は、労働環境の改善、労働時間の短縮及び燃油消費量削減の取り組みに合わせ、

評価の高い当漁協自営定置の秋鮭のブランド化を図るため、完成した盛漁期の季節市場

に自営定置網の漁獲物の水揚げを継続して行う。また、市場内の殺菌冷海水を使用し鮮

度維持に取り組む。 

活用する支援

措置等 

・ 競争力強化型機器等導入緊急対策事業

・ 漁業経営セーフティーネット構築事業

・ 有害生物漁業被害防止総合対策事業

・ 水産業競争力強化漁船導入緊急対策事業

・ 浜の活力再生・成長促進交付金（水産業強化支援事業）

（５）関係機関との連携 

岩手県及び岩手県漁業協同組合連合会やその他専門機関のアドバイスを受けながら実施する。  

４ 目標  

（１）所得目標 

漁業所得の向上 

10％以上 

基準年 

目標年 

（２）上記の算出方法及びその妥当性 
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（３）所得目標以外の成果目標 

魚種等 基準年の数量 
目標年（令和5年度）

の数量 
備   考 

愛土館における小本川

鮭の販売量 

芯抜きワカメの生産量 

放流アワビの漁獲量 

（４）上記の算出方法及びその妥当性 

５ 関連施策 

活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 (検討事項) 

事業名 事業内容及び浜の活力再生プランとの関係性 

競争力強化型機器等導入緊急対策事

業 

生産性の向上や省力・省コスト化が図られ、浜の活力再生プランの効

果が高められる。 

漁業経営セーフティーネット構築事

業 

燃油高騰の影響緩和が図られ、漁業経営の安定につながることから、

浜の活力再生プランの効果が高められる。 

有害生物漁業被害防止総合対策事業 

大型クラゲ等による漁業被害が軽減されることにより、漁獲物の品質

保持と燃油使用量の削減により、浜の活力再生プランの効果が高めら

れる。 

水産業競争力強化漁船導入緊急対策

事業 

労働環境を整備することにより、乗組員不足解消と燃油消費量節減が

図られ、浜の活力再生プランの効果が高められる。 

浜の活力再生・成長促進交付金 

季節市場整備により燃油消費量の削減と秋鮭のブランド化が図られ

る。 

また、製氷施設を整備することにより、鮮度維持の徹底と効率化が図

られ、浜の活力再生プランの効果が高められる。 
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